
市町村民経済計算推計方法の概要

(1)生産系列

推　　　　計　　　　方　　　　法 資 料 及 び 照 会 先

農業

1.農業 生産農業所得、従業者数等により按分 「生産農業所得統計」（農林水産省）

2.農業サービス業 「市町村別農業産出額（推計）」（農林水産省）

「福岡農林水産統計年報」（九州農政局）

直接照会

「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

林業

1.林業

(1)素材生産業

ｱ.木材 　立木伐採実行数量により按分 直接照会

ｲ.その他 　生産量により按分（＊但し、栽培きのこは、市町村別産出額データ） 直接照会

(2)育林業 　ｱ.木材の産出額により按分

水産業

1.海面漁業 　経営体階層別経営体数と漁船隻数の比率の平均値により按分 「九州農林水産統計年報（水産業編）」（九州農政局）

(1)水産加工業 　①海草類：各漁協の種別生産額を市町村ごとに集計 直接照会

　②煮干し品：生産量により按分 「九州農林水産統計年報（水産業編）」（九州農政局）

2.海面養殖業 　収穫量により按分 「漁業・養殖業生産統計年報」（農林水産省）

3.内水面漁業 　漁協組合員数により按分 「2013年漁業センサス」(農林水産省)

「農林水産白書(水産編)」(県農林水産政策課)

4.内水面養殖業 　経営体数により按分（＊但し、こいは収穫量で按分） 「漁業・養殖業生産統計年報」（農林水産省）

鉱業

1.非金属鉱業   従業員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

2.建築材料用   事業所ベースの生産量により按分 直接照会

 (1)岩石採石業   採石類は採石地ベースの生産量、砂利類は採取地ベースの採取量及び認可量により按分 直接照会

3.砕石業   事業所ベースの生産量により按分 直接照会

製造業

  総生産額により按分 「平成28年経済センサス-活動調査」（総務省、経済産業省）

  総生産額＝＜産出額－原材料使用額等－間接費（産出額×間接費比率）＞×年度転換比率 「工業統計調査」

  産出額＝製造品出荷額等総額＋（年末在庫合計－年初在庫合計）

電気･ガス･水道・廃棄物処理業

1.電気業

(1)民営

ｱ.九電

　(ｱ) 送配電部門 　世帯数により按分  ｢福岡県の人口と世帯年報｣(県調査統計課）

　(ｲ) 発電部門   発電所別の発電量により按分 直接照会

ｲ.九電以外 　北九州市・大牟田市（17年度より）（県民数値）

ｳ.電源開発 　従業員数により按分 直接照会

(2)公営   発電所別の発電量により按分 「地方公営企業年鑑」（総務省自治財政局）

2.ガス業

(1)民営 　都市ガス供給区域内世帯数により按分 直接照会

3.熱供給業 　福岡市のみ（県民数値）

4.水道業

(1)公営 「市町村公営企業決算の概要」（県市町村支援課）

ｱ.上水道 　総生産＝産出額(営業収入総額－受託工事収益－受水費)－中間投入額(動力費＋

ｲ.工業用水道 　修繕費＋材料費＋薬品費＋その他)を按分指標とする 「福岡県の水道」（県水資源対策課）

ｳ.簡易水道 「市町村公営企業決算の概要」（県市町村支援課）

5.廃棄物処理業 　従業員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

6．（政府）下水道

(1)県 　職員数、建物面積等により按分 「福岡県職員録」（県人事課）

「福岡県の下水道」（県下水道課）

「公有財産調書」（県財産活用課）

(2)市町村 　職員給与費、従業員数、減価償却費又は地方債償還金により按分 「市町村公営企業決算の概要」(県市町村支援課）

「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

7.（政府）廃棄物 　地方財政状況調査の「清掃費」の対県比率、従業員数又は 「地方財政状況調査」（総務省）

　し尿処理年間総収集量＋ごみ処理年間総収集量により按分 「市町村公営企業決算の概要」(県市町村支援課）

「公共施設状況調査」（県市町村支援課）

「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

項　　目



推　　　　計　　　　方　　　　法 資 料 及 び 照 会 先

建設業

1.土木工事

(1)民間 　工事費予定額により按分 「建築着工統計調査」（国土交通省）

(2)政府   土木工事額により按分 直接照会

2.建築工事 　工事費予定額により按分 「建築着工統計調査」（国土交通省）

3.修繕工事   固定資産税・家屋の決定価格により按分 「固定資産の価格等に関する概要調書」（県市町村支援課）

卸売・小売業

1.卸売業・小売業 　年間販売額により按分 「平成26年商業統計表」（経済産業省）

2.市場業   （営業収益－営業費用＋職員給与費＋固定資本減耗）を按分指標とする 「市町村公営企業決算の概要」（県市町村支援課）

運輸・郵便業

1.運輸業

(1)鉄道業

ｱ.JR九州(旅客) 　市町村別乗降人員 直接照会

ｲ.JR九州(貨物) 　発着トン数により按分 直接照会

ｳ.JR西日本 　取扱収入実績により按分 直接照会

ｴ.JR以外の鉄道・軌道

　(ｱ) 民間鉄道 　乗降人員により按分 直接照会

　(ｲ) 地下鉄   福岡市のみ（県民数値）

　(ｳ) 軌道   北九州市のみ（県民数値）

　(ｴ) 索道   営業距離数により按分 「鉄道輸送統計調査」（国土交通省）

2.道路運送業

(1)貨物 　貨物のうち事業用の保有車両数により按分 「市町村別車両数統計」(九州運輸局)

(2)バス 　乗合のうち事業用の保有車両数により按分

(3)タクシー 　乗用のうち事業用の保有車両数により按分

3.水運業 　従業員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

4.航空運輸業 　従業員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

5.その他の運輸業

(1)道路輸送施設提供業

ｱ.高速道路   料金所別料金収入により按分 直接照会

ｲ.都市地方有料道路   料金所別料金収入により按分 直接照会

ｳ.駐車場 　従業員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

ｴ.ターミナル   福岡市のみ（県民数値）

(2)それ以外のもの 　従業員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

　（倉庫業、その他の運輸附帯業、梱包業、貨物取扱業、水運附帯業、航空附帯業）

6.郵便業 　従業員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

7.(政府)水運施設管理

(1)国 　人件費、建物面積、国有資産所在市町村交付金総額等により按分 直接照会（財政収支調査）

「市町村税課税状況等の調」（県市町村支援課）

(2)県 　職員数、建物面積等により按分 「福岡県職員録」（県人事課）

「福岡県の港湾」（県港湾課）

「公有財産調書」（県財産活用課）

(3)市町村 　地方財政状況調査の「港湾費」の対県比率により按分 「地方財政状況調査」（総務省）

8.(政府)航空施設管理(国公営) 　地方財政状況調査の「空港費」の対県比率により按分 「地方財政状況調査」（総務省）

宿泊・飲食サービス業

1.飲食サービス業 　従業員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

2.旅館・その他の宿泊所 　従業員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

情報通信業

1.電信・電話業 　従業員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

2.放送業

(1)公共 　従業員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

(2)民間 　従業員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

(3)有線放送 　従業員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

3.情報サービス・

　　　映像・文字情報制作業

(1)情報サービス業 　従業員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

(2)映像・音声・文字制作業 　従業員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

項　　目



推　　　　計　　　　方　　　　法 資 料 及 び 照 会 先

金融・保険業

1.金融業 　従業員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

2.保険業 　従業員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

不動産業

1.不動産仲介業 　従業員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

2.不動産賃貸業 　従業員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

3.住宅賃貸業 　固定資産税・家屋の決定価格に持家比率を乗じて按分指標とする 「固定資産概要調書（家屋）」（県市町村支援課）

  持家比率=持家世帯数/一般世帯数 「平成27年国勢調査」(総務省)

専門・科学技術、

業務支援サービス業

1.研究開発サービス 　従業員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

2.広告業 　従業員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

3.物品賃貸サービス業 　従業員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

4.その他の対事業所サービス業 　従業員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

5.獣医業 　従業員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

6.(政府)学術研究

(1)国 　人件費又は建物面積等により按分 直接照会（財政収支調査）

(2)県 　職員数、建物面積等により按分 「福岡県職員録」（県人事課）

「公有財産調書」（県財産活用課）

(3)市町村 　職員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

7.(非営利)自然・人文科学研究機関 　従業員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

公務

(1)国 　人件費、建物面積、国有資産所在市町村交付金総額等により按分 直接照会（財政収支調査）

「市町村税課税状況等の調」（県市町村支援課）

(2)県 　職員数、建物面積等により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

「公有財産調書」（県財産活用課）

(3)市町村 　地方財政状況調査の歳出額の対県比率（他の経済活動に分類されないもの）、又は 「地方財政状況調査」（総務省）

　　建物面積、職員数により按分 「公共施設状況調査」（県市町村支援課）

「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

教育

1.教育 　従業員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

2.(政府)教育

(1)国 　人件費、建物面積、国有資産所在市町村交付金総額等により按分 直接照会（財政収支調査）

「市町村税課税状況等の調」（県市町村支援課）

(2)県 　職員数、建物面積等により按分 「教育便覧」（県教育庁総務課）、財政収支調査

「公有財産調書」（県財産活用課）

「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

(3)市町村 　地方財政状況調査の「教育費－社会教育費」の対県比率、又は 「地方財政状況調査」（総務省）、財政収支調査

　　職員数、建物面積等により按分 「公共施設状況調査」（県市町村支援課）

「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

3.(非営利)教育 　従業員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

保健衛生・社会事業

1.医療・保健 　従業員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

2.介護 　従業員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

3.(政府)保健衛生、社会福祉

(1)国 　人件費、建物面積、国有資産所在市町村交付金総額等により按分 直接照会（財政収支調査）

「市町村税課税状況等の調」（県市町村支援課）

(2)県 　職員数、建物面積等により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

「公有財産調書」（県財産活用課）

「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

(3)市町村 　地方財政状況調査の「民生費＋衛生費－清掃費」の対県比率、又は 「地方財政状況調査」（総務省）、財政収支調査

　　職員数、建物面積等により按分 「公共施設状況調査」（県市町村支援課）

「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

4.(非営利)社会福祉 　従業員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

その他のサービス

1.自動車整備・機械修理業 　従業員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

2.会員制企業団体 　従業員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

3.娯楽業 　従業員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

4.洗濯・理容・美容・浴場業 　従業員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

5.その他の対個人サービス業(分類不明含む)　従業員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

項　　目



推　　　　計　　　　方　　　　法 資 料 及 び 照 会 先

6.(政府)社会教育

(1)国 　人件費により按分又は施設所在地に計上 直接照会（財政収支調査）

(2)県 　職員数、建物面積等により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

「公有財産調書」（県財産活用課）

「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

(3)市町村 　地方財政状況調査の「社会教育費」）の対県比率、又は 「地方財政状況調査」（総務省）、財政収支調査

　　職員数、建物面積等により按分 「公共施設状況調査」（県市町村支援課）

「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

7.(非営利)社会教育 　従業員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

8.(非営利)その他 　従業員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

市町村民経済計算推計方法の概要

(2)分配系列

推　　　　計　　　　方　　　　法 資 料 及 び 照 会 先

雇用者報酬

1.賃金・俸給

(1)農林水

ｱ.農業 　①農家の雇用労賃：販売農家数により按分 「2015年農林業センサス」(農林水産省)

　②農業法人等の賃金・俸給：農業法人従業者数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

　③有給家族従業者賃金：有給家族従業者数により按分 「平成27年国勢調査」(総務省)

ｲ.林業 　①林家賃金・俸給：生産系列で推計した林業総生産額により按分

　②有給家族従業者賃金：有給家族従業者数により按分 「平成27年国勢調査」(総務省)

ｳ.水産業 　①賃金・俸給：生産系列で推計した水産業総生産額により按分

　②有給家族従業者賃金：有給家族従業者数により按分 「平成27年国勢調査」(総務省)

(2)非農林水 　①常用雇用者現金給与：常用雇用者数(全雇用者数×常雇率)×市町村平均給与により按分　 「平成27年国勢調査」(総務省)

　　 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

「市町村民税課税状況等の調」(県市町村支援課)

　②臨時・日雇現金給与：臨時・日雇数(全雇用者数－常用雇用者数)×市町村平均給与により按分 

　③役員報酬：役員数により按分 「平成27年国勢調査」(総務省)

　④現物給与：(①＋②)×二重雇用比率＋③により按分

(3)議員歳費等 　①委員報酬

            　　 a.国：cの合計により按分

             　   b.県：委員の在任月数により按分 関係課へ直接照会

　   c.市町村

　　　　 市町村：地方財政状況調査の数値 「地方財政状況調査」(県市町村支援課)

　　　　 一部事務組合：人口により按分 「地方財政状況調査」(県市町村支援課)

         　②議員報酬

　　 a.国：議員数により按分 「福岡県職員録」(県人事課)

　   b.県：議員数により按分 「福岡県職員録」(県人事課)

　   c.市町村

　　　　 市町村：地方財政状況調査の数値 「地方財政状況調査」(県市町村支援課)

　　　　 一部事務組合：人口により按分 「地方財政状況調査」(県市町村支援課)

(4)給与住宅差額家賃 　給与住宅面積×１㎡当たり平均決定価格により按分

　　　　　　 　　 a.給与住宅面積：給与住宅数×給与住宅面積(一世帯) 「平成27年国勢調査」(総務省)

　   b.１㎡当たり平均決定価格：固定資本決定価格÷住宅床面積 「固定資産の価格等に関する概要調書」(県市町村支援課)

2.雇主の社会負担

(1)雇主の現実 　1.賃金・俸給の(1)農林水と(2)非農林水で推計した賃金・俸給により按分(産業別)

　　社会負担

(2)雇主の帰属 　①雇主の帰属年金負担：1.賃金・俸給の(1)農林水と(2)非農林水で推計した賃金・俸給

　　社会負担 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　により按分(産業別)

　②雇主の帰属非年金負担

　　 a.退職一時金

　　  ｱ.国：国常用正職員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

　    ｲ.県：県常用正職員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

　    ｳ.市町村：地方財政状況調査の数値 「地方財政状況調査」(県市町村支援課)

　　 b.公務災害補償

　　  ｱ.国：国常用正職員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

　    ｲ.県：県常用正職員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

　    ｳ.市町村：地方財政状況調査の数値 「地方財政状況調査」(県市町村支援課)

　　c.その他：①雇主の帰属年金負担と同じ方法により按分

項　　目

項　　目



推　　　　計　　　　方　　　　法 資 料 及 び 照 会 先

財産所得(受取)

1.一般政府

(1)利子

ｱ.国 　①一般会計・特別会計：国職員正職員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

　②独立行政法人：職員数により按分 財政収支調査

ｲ.社会保障基金 　①年金特別会計：(1)利子 ｱ.国 ①一般会計・特別会計と同じ方法により按分

　②共済組合：(1)利子 ｱ.国 ①一般会計・特別会計と同じ方法により按分

　③独立行政法人：職員数により按分 財政収支調査

ｳ.地方 　①県

　　 a.普通会計：県職員正職員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

　   b.政府格付公営事業会計(流域下水道事業特会のみ)：下水道の県職員数により按分 「福岡県職員録」(県人事課)

 　  c.独立行政法人(H18以降)：職員数により按分 財政収支調査

　②市町村

 　  a.普通会計：財産運用収入－土地貸付料－公務員宿舎使用料＋預金利子収入＋

　　　　　　　　　　　　公営企業貸付金元利収入＋貸付金元利収入－貸付金回収元金

　　　 (a).財産運用収入・預金利子収入・公営企業貸付金元利収入・ 「地方財政状況調査」(県市町村支援課)

　　　　　　　　　　　　貸付金元利収入・貸付金回収元金：地方財政状況調査の数値

　　　 (ｂ).土地貸付料：財産運用収入により按分

　　　 (ｃ).公務員宿舎使用料：職員公舎面積により按分 「公共施設状況調査」(県市町村支援課)

　   b.政府格付公営事業会計：市町村公営企業決算の概要の数値 「市町村公営企業決算の概要」(県市町村支援課)

 　  c.独立行政法人(H17以降)：職員数により按分 財政収支調査

(2)その他の投資所得 　(1)利子で推計した受取利子(ｱ＋ｲ＋ｳの合計)により按分

(3)法人企業の分配所得

ｱ.国 　公務員宿舎使用料：職員数により按分 財政収支調査

ｲ.社会保障基金 　公務員宿舎使用料：職員数により按分 財政収支調査

ｳ.県 　①公営住宅使用料：県営住宅面積により按分 「公有財産調書」(県財産活用課)

　②公務員宿舎使用料：職員住宅面積により按分 「公有財産調書」(県財産活用課)

　③独立行政法人(H18以降)：職員数により按分 財政収支調査

ｴ.市町村 　①公営住宅使用料：地方財政状況調査の数値 「地方財政状況調査」(県市町村支援課)

　②公務員宿舎使用料：(1)利子 ｳ.地方 ②市町村のa.普通会計(ｃ).公務員宿舎使用料で算出

　③独立行政法人(H17以降)：職員数により按分 財政収支調査

(4)賃貸料

ｱ.国 　賃貸料：職員数により按分 財政収支調査

ｲ.社会保障基金 　賃貸料：職員数により按分 財政収支調査

ｳ.県 　①普通会計：職員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

　②独立行政法人(H18以降)：職員数により按分 財政収支調査

ｴ.市町村 　①普通会計：(1)利子 ｳ.地方 ②市町村のa.普通会計(ｂ).土地貸付料で算出

　②独立行政法人(H17以降)：職員数により按分 財政収支調査

2.家計

(1)利子 　「雇用者報酬」で推計した雇用者報酬または「企業所得」で推計した個人企業所得により按分

(2)その他の投資所得 　(1)利子で推計した利子により按分

(3)法人企業の分配所得 　配当金：配当割交付金により按分 「税務統計書」(県税務課)

(4)賃貸料 　①借地地代：個人所有宅地決定価格により按分 「固定資産の価格等に関する概要調書」(県市町村支援課)

　②著作権使用料：生産系列で推計した市町村内総生産により按分

　生産系列で推計した対家計民間非営利団体の市町村内総生産により按分

財産所得(支払)

1.一般政府

(1)利子

ｱ.国 　①一般会計等：職員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

　②法務省供託金：職員数により按分 財政収支調査

　③独立行政法人：職員数により按分 財政収支調査

ｲ.社会保障基金 　①国民健康保険ほか：職員数により按分

　②独立行政法人：職員数により按分 財政収支調査

ｳ.地方 　①県

　　 a.普通会計：県職員正職員数により按分 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

 　  b.政府格付公営事業会計(流域下水道事業特会のみ)：下水道の県職員数により按分 「福岡県職員録」(県人事課)

　　 c.独立行政法人(H18以降)：職員数により按分 財政収支調査

3.対家計民間非営利団体

項　　目



推　　　　計　　　　方　　　　法 資 料 及 び 照 会 先

　②市町村

　　 a.普通会計 「地方財政統計年報」(総務省)

　　　 (a).元利償還額利子：地方財政状況調査の数値 「地方財政状況調査」(県市町村支援課)

　　　 (b).一時借入金利子：地方財政状況調査の数値 「地方財政状況調査」(県市町村支援課)

　　　 (c).政府格付公営事業会計：市町村公営企業決算の概要の数値 「市町村公営企業決算の概要」(県市町村支援課)

　　 b.独立行政法人(H17以降)：職員数により按分 財政収支調査

(2)賃貸料

ｱ.国 　職員数により按分 財政収支調査

ｲ.社会保障基金 　職員数により按分 財政収支調査

ｳ.県 　①普通会計：県有建物面積により按分 「公有財産調書」(県財産活用課)

　②独立行政法人(H18以降)：職員数により按分 財政収支調査

ｴ.市町村 　①普通会計：物件費(その他)により按分 「地方財政状況調査」(県市町村支援課)

　②独立行政法人(H17以降)：職員数により按分 財政収支調査

2.家計 　「雇用者報酬」で推計した雇用者報酬及び「企業所得」で推計した個人企業所得

　の合計値により按分

　生産系列で推計した対家計民間非営利団体の市町村内総生産により按分

 　 

企業所得

1.民間法人企業 　生産系列で推計した産業別の生産者価格表示の県内純生産額により按分

2.公的企業

(1)電気・ガス・水道・ 　①国機関：従業員数により按分 財政収支調査

廃棄物処理業 　②県機関

　　 a.工業用水道事業：担当事務所の所在地に計上 「地方公営企業年鑑」(総務省)

　　 ｂ.電気事業：職員数により按分 「地方公営企業年鑑」(総務省)

「福岡県職員録」(県人事課)

　③市町村機関：市町村公営企業決算の概要の数値 「市町村公営企業決算の概要」(県市町村支援課)

　　（上水道は更に従業者数で按分） 「平成26年経済センサス-基礎調査」（総務省、経済産業省）

(2)建設業 　①国機関：従業員数により按分 財政収支調査

　②県機関：分譲面積または分譲可能面積により按分 「地方公営企業年鑑」(総務省)

　③市町村機関：市町村公営企業決算の概要の数値 「市町村公営企業決算の概要」(県市町村支援課)

(3)卸売・小売業、 　①国機関：従業員数、または生産系列で推計した収入額・乗降人員・発着トン数により按分 財政収支調査

運輸・郵便業、 「業務概況書」(日本銀行)

情報通信業、 　②県機関：従業員数により按分、または病院所在地に計上 「地方公営企業年鑑」(総務省)

金融・保険業、 「福岡県職員録」(県人事課)

不動産業、その他 「市町村公営企業決算の概要」(県市町村支援課)

財政収支調査

市町村支援課作成資料(県市町村支援課)

　③市町村機関：市町村公営企業決算の概要、地方財政状況調査の数値 「地方公営企業年鑑」(総務省)

「市町村公営企業決算の概要」(県市町村支援課)

「地方財政状況調査」(県市町村支援課)

3.個人企業

(1)農林水

ｱ.農業 　生産系列で推計した農業総生産額により按分

ｲ.林業 　生産系列で推計した林業総生産額により按分

ｳ.水産業 　生産系列で推計した水産業総生産額により按分

(2)非農林水 　個人業主数により按分 「平成27年国勢調査」(総務省)

(3)持家所得 　生産系列で推計した住宅賃貸業総生産額により按分

※資料の名称について　毎年公表されるものについては「年」の表記を省略し、間隔をおいて実施される統計等については、使用した資料のうち最新分を記載しています。

項　　目

3.対家計民間非営利団体


